
 

 

対象案件について 
 
 
応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後、年度内

に優先権を主張して外国へ出願を行う予定の案件（商標については優先権がない案件も可）。 
案件種別ごとの詳しい出願方法は以下のとおりです。 

 
 
 
＜特許・実用新案＞ 
・既に日本国特許庁対して行った特許出願又は実用新案出願（日本に国内移行予定又は移行済みのＰＣ
Ｔ国際出願を含む）を、採択後に優先権を主張して外国特許庁に対して出願を行う案件。 

・既に日本国特許庁対して行った特許出願又は実用新案出願（日本に国内移行予定又は移行済みのＰＣ
Ｔ国際出願を含む）を優先権主張するＰＣＴ国際出願を、採択後に国内段階に移行する案件。 

・日本国特許庁対して行った特許出願又は実用新案出願を優先権主張していないＰＣＴ国際出願（ダイ
レクトＰＣＴ含む）を、採択後に国内段階に移行する案件。ただし、日本に国内移行予定又は移行済
みのＰＣＴ国際出願に限る。 

   
 
＜意匠＞ 
・既に日本国特許庁に対して行った意匠出願（日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含
む）を、採択後に優先権を主張して外国特許庁に対して出願を行う案件。 

・既に日本国特許庁に対して行った意匠出願（日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含
む）を、採択後に優先権を主張してハーグ出願を行う案件。 

・採択後に日本国特許庁に対して行った意匠出願（日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を
含む）を優先権主張せずにハーグ出願を行う案件。ただし、ハーグ出願時に日本を指定締約国に含め
るものに限る。 

 
 
＜商標（冒認対策商標）＞ 
・既に日本国特許庁に対して行った商標出願を、採択後に外国特許庁に対して出願を行う案件。ただ
し、優先権を主張しない場合は、別に定めた出願の範囲に限る。 

・既に日本国特許庁に対して行った商標出願を、採択後にマドプロ出願（事後指定を含む）を行う案
件。 
 


